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障
障

発
０

３
３

０
第

号

障
精

発
０

３
３

０
第

号

老
計

発
０

３
３

０
第

号

平
成

年
３

月
日

（
一

部
改

正
）

障
障

発
第

号

障
精

発
第

号

老
計

発
第

号

平
成

年
７

月
日

（
最

終
改

正
）

障
障

発
第

１
号

障
精

発
第

号

老
認

発
第

２
号

令
和

３
年

月
日

各
民

生
主

管
部

局
長

宛

厚
生

労
働

省
社

会
・

援
護

局
障

害
保

健
福

祉
部

障
害

福
祉

課
長

（
公

印
省

略
）

厚
生

労
働

省
社

会
・

援
護

局
障

害
保

健
福

祉
部

精
神

・
障

害
保

健
課

長

（
公

印
省

略
）

厚
生

労
働

省
老

健
局

認
知

症
施

策
・

地
域

介
護

推
進

課
長

（
公

印
省

略
）

市
町

村
長

に
よ
る

成
年

後
見

制
度

に
基

づ
く

後
見

開
始

の
審

判
等

の
請

求
に

係
る

基
準

等
の

基
本

的
考

え
方
及

び
手

続
の

例
示

に
つ

い
て

老
人

福
祉

法
（

昭
和

年
法

律
第

号
）
第

条
、
精

神
保

健
及

び
精

神
障

害
者

福
祉

に
関

す
る

法
律

（
昭

和
年
法

律
第

号
）

第
条

の
の

２
及
び

知
的
障

害
者

福
祉

法
（

昭
和

年
法

律
第

号
）

第
条

に
基

づ
く

市
町

村
長

に
よ

る
後

見
等

の
開

始
の

審
判

請
求

（
以

下

「
市

町
村

長
申

立
て

」
と

い
う

。
）
に

関
し

て
は

、
｢
民

法
の

一
部

を
改

正
す

る
法

律
の

施
行

に
伴

う

関
係

法
律

の
整

備
等

に
関

す
る

法
律

に
よ

る
老

人
福

祉
法

、
精

神
保
健

及
び

精
神

障
害

者
福

祉
に

関

す
る

法
律

及
び

知
的

障
害

者
福

祉
法

の
一

部
改

正
に

つ
い

て
｣
（

平
成

年
３

月
日

付
け

障
障

発
第

号
、
障

精
発

第
号

、
老

計
発

第
号

厚
生

労
働

省
社

会
・
援

護
局

障
害

保
健

福
祉

部
障

害
福

祉
課

長
、
社

会
・
援

護
局
障

害
保

健
福

祉
部

精
神

保
健

福
祉

課
長

、
老

健

局
計

画
課

長
連

名
通

知
）
及

び
｢
｢
民

法
の

一
部

を
改

正
す

る
法

律
の
施

行
に

伴
う

関
係

法
律

の
整

備

等
に

関
す

る
法

律
に

よ
る

老
人

福
祉

法
、
精

神
保

健
及

び
精

神
障

害
者

福
祉

に
関

す
る

法
律

及
び

知

的
障

害
者

福
祉

法
の

一
部

改
正

に
つ

い
て

｣
の

一
部

改
正

に
つ

い
て

｣（
平

成
年

７
月

日
付

け

障
障

発
第

号
、
障

精
発

第
号

、
老

計
発

第
号

厚
生

労
働

省
社

会
・
援

護
局

障
害

保
健

福
祉

部
障

害
福

祉
課

長
、

社
会

・
援

護
局

障
害

保
健

福
祉

部
精

神
保

健
福

祉
課

長
、

老
健

局
計

画
課

長
連

名
通

知
）
に

お
い

て
、
市

町
村
（

特
別

区
を

含
む

。
以

下
同

じ
。
）
の

手
続

を
示

都
道

府
県

市
町

村

し
て

き
た

と
こ

ろ
で

あ
る

。

し
か
し

、
対

象
者

の
現

在
地

と
居

住
地

、
援

護
元

が
異

な
る

な
ど

複
数

の
市

町
村

が
関

わ
る

場

合
に

い
ず

れ
の

市
町

村
が

成
年

後
見

審
判

の
請

求
を

行
う

か
の

申
立

基
準

が
示

さ
れ

て
い

な
い

こ

と
や

、
虐

待
事

案
等

迅
速

な
対

応
が

必
要

な
場

合
の

親
族

調
査

の
あ

り
方

な
ど

に
つ

い
て

課
題

が

指
摘

さ
れ

て
い

る
こ

と
か

ら
、

令
和

２
年

度
に

｢
成

年
後

見
制

度
に

お
け

る
市

町
村

長
申

立
に

関
す

る
実

務
者

協
議

｣
を

開
催

の
上

、
検

討
を

行
い

、
令

和
３

年
３

月
日

付
け

で
｢
成

年
後

見
制

度
に

お
け

る
市

町
村

長
申

立
に

関
す

る
実

務
者

協
議

の
取

り
ま

と
め

」
（

以
下

｢
取

り
ま

と
め

｣
と

い

う
。
）

を
公

表
し

た
と

こ
ろ

で
あ

る
。

今
般

、
取

り
ま

と
め

を
踏

ま
え

、
上

記
通

知
を

全
部

改
正

す
る

こ
と

と
し

、
市

町
村

長
申

立
て

基
準

及
び

虐
待

事
案

等
に

お
け

る
親

族
調

査
の

基
本

的
な

考
え

方
を

示
す

と
と

も
に

、
市

町
村

長

申
立

て
の

手
続

の
例

示
を

別
添

１
及

び
２

の
と

お
り

見
直

し
た

の
で

、
御

了
知

の
上

、
関

係
機

関

等
に

周
知

を
図

ら
れ

た
い

。

な
お
、

本
通

知
は

法
務

省
民

事
局

と
協

議
済

み
で

あ
る

こ
と

を
申

し
添

え
る

。

ま
た

、
本

通
知

は
、

地
方

自
治

法
（

昭
和

年
法

律
第

号
）

第
条

の
４

第
１

項
の

規

定
に

基
づ

く
技

術
的

助
言

と
し

て
発

出
す

る
も

の
で

あ
る

。
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記

１
市

町
村

に
お

け
る

成
年

後
見

開
始

の
申

立
事

務
に

つ
い

て

成
年

後
見

制
度

は
、
私

法
上

の
法

律
関

係
を

規
律

す
る

も
の

で
あ

り
、
本

人
、
配

偶
者

、
四

親

等
内

の
親

族
等

の
当

事
者

に
よ

る
申

立
て

に
基

づ
く

利
用

に
委

ね
る

こ
と

が
基

本
と

な
る

が
、
判

断
能

力
が

不
十

分
な

認
知

症
高

齢
者

、
精

神
障

害
者

及
び

知
的

障
害

者
の

う
ち

、
身

寄
り

が
な

い

場
合

な
ど

当
事

者
に

よ
る

申
立

て
が

期
待

で
き

な
い

状
況

に
あ

る
も

の
に

つ
い

て
、
当

事
者

に
よ

る
審

判
の

請
求

を
補

完
し

、
成

年
後

見
制

度
の

利
用

を
確

保
す

る
た

め
、
こ

れ
ら

の
者

に
対

す
る

相
談

、
援

助
等

の
サ

ー
ビ

ス
提

供
の

過
程

に
お

い
て

、
そ

の
実

情
を

把
握

し
う

る
立

場
に

あ
る

市

町
村

長
に

対
し

、
審

判
の

請
求

権
を

付
与

す
る

こ
と

と
し

た
も

の
で

あ
る

。

ま
た

、
判

断
能

力
が

不
十

分
な

認
知

症
高

齢
者

、
精

神
障

害
者
及

び
知

的
障

害
者

の
う

ち
、
身

寄
り

が
な

い
場

合
な

ど
当

事
者

に
よ

る
申

立
が

期
待

で
き

な
い

状
況

に
あ

る
も

の
に

つ
い

て
の

権
利

擁
護

の
た

め
の

支
援

策
と

し
て

は
、
市

町
村

長
申

立
て

に
基

づ
く

成
年

後
見

制
度

の
活

用
の

ほ
か

、
日

常
生

活
自

立
支

援
事

業
の

活
用

も
考

え
ら

れ
る

こ
と

、
さ

ら
に

、
身

寄
り

の
な

い
認

知

症
高

齢
者

等
は

、
老
人

福
祉

法
第

条
の

４
又

は
第

条
に

基
づ

く
市

町
村

の
措

置
等

の
対

象

に
な

り
う

る
こ

と
を

申
し

添
え

る
。

任
意

後
見

契
約

が
登

記
さ

れ
て

い
る

場
合

に
は

、
原

則
と

し
て

当
該

契
約

が
優

先
す

る
こ

と
に

な
る

。
任

意
後

見
契

約
に

関
す

る
法

律
第

条

な
お

、
成

年
後

見
制

度
と

日
常

生
活

自
立

支
援

事
業

と
の

関
係

に
つ

い
て

は
、
「

民
法

の
一

部

を
改

正
す

る
法

律
等

の
施

行
に

伴
う

地
域

福
祉

権
利

擁
護

事
業

の
実

施
上

の
留

意
点

に
つ

い
て

」

平
成

年
月

日
社

援
地

第
号

厚
生

省
社

会
・

援
護

局
地

域
福

祉
課

長
通

知
を

参
考

に
さ

れ
た

い
。

２
市

町
村

長
の

審
判

の
請

求
に

お
け

る
留

意
事

項
等

に
つ

い
て

１
申

立
書

に
つ

い
て

申
立

書
に
つ

い
て

、
家

庭
裁

判
所

で
用

い
ら

れ
る

書
式

例
別

添
３

を
参

考
ま

で
に

添
付

す
る

。
な

お
、
実

際
の

申
立

て
に

当
た

っ
て

は
、
そ

の
提

出
先

が
後

見
・
保

佐
・
補

助
の

開

始
の

審
判

を
受

け
る

者
の

住
所

地
を

管
轄

す
る

家
庭

裁
判

所
で

あ
る

こ
と

か
ら

、
記

載
方

法

等
に

つ
い

て
は

、
管

轄
の

家
庭

裁
判

所
に

確
認

さ
れ

た
い

。

２
審

判
の

請
求

に
要

す
る

費
用

に
つ

い
て

審
判

の
請

求
に

あ
た

っ
て

は
、

印
紙

代
後

見
又

は
保

佐
開

始
の

審
判

の
申

立
て

は

円
、
保

佐
又

は
補

助
開

始
の

審
判

の
申

立
て

と
同

時
に

代
理

権
付

与
又

は
同

意
権

付
与

の
審

判
の

申
立

て
も

す
る

と
き

は
円

、
保

佐
又

は
補

助
開

始
の

審
判

の
申

立
て

と
同

時
に

代
理

権
付

与
及

び
同

意
権

付
与

の
審

判
の

申
立

て
も

す
る

と
き

は
円

、
登

記
手

数

料
後

見
・
保

佐
・
補

助
の

開
始

の
審

判
の

申
立

て
に

つ
い

て
は

円
、
送

達
・
送

付

費
用
（

納
め

る
べ

き
郵

便
切

手
の

額
に

つ
い

て
は

、
管

轄
の

家
庭

裁
判

所
に

確
認

さ
れ

た
い

）
、

鑑
定

費
用

等
の

費
用

負
担

が
必

要
と

な
る

。
ま

た
、
後

見
等

の
開

始
後

に
は

、
後

見
等

の
事

務
を

行
う

た
め

に
必

要
な

経
費

や
成

年
後

見
人

等
の

報
酬

等
の

費
用

負
担

が
必

要
と

な
る

が
、

こ
れ

ら
に

つ
い

て
は

、
本

人
が

負
担

す
る

こ
と

に
な

る
こ

と
。

３
成

年
後

見
人

等
の

候
補

者
に

つ
い

て

申
立

て
に
当

た
っ

て
は

、
適

当
な

成
年

後
見

人
等

の
候
補

者
が

あ
る

場
合

に
は

、
こ

れ

を
申

立
書

に
記

載
す

る
こ

と
が

望
ま

し
い

が
、

家
庭

裁
判
所

は
、

成
年

後
見

人
等

の
選

任

に
当

た
っ

て
、

・
成

年
被

後
見

人
等

の
心

身
の

状
態

並
び

に
生

活
及

び
財

産
の

状
況

・
成

年
後

見
人

等
と

な
る

者
の

職
業

及
び

経
歴

並
び

に
成

年
被

後
見

人
等

と
の

利
害

関
係

の

有
無

・
成

年
後

見
人

等
と

な
る

者
が

法
人

で
あ

る
と

き
は

、
そ

の
事

業
の

種
類

及
び

内
容

並
び

に

そ
の

法
人

及
び

そ
の

代
表

者
と

成
年

被
後

見
人

等
と

の
利

害
関

係
の

有
無

・
成

年
被

後
見

人
等

の
意

見

・
そ

の
他

一
切

の
事

情

を
考

慮
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

こ
と

と
さ

れ
て

い
る

。
改

正
後

の
民

法
第

条
第

項

、
第

条
の

第
項

及
び

第
条

の
第

項

市
町

村
長

の
審

判
の

請
求

の
際

に
成

年
後

見
人

等
の

候
補

者
を

申
立

書
に

記
載

す
る

場
合

は
、

例
え

ば
、

認
知

症
高

齢
者

、
精

神
障

害
者

及
び

知
的

障
害

者
の

う
ち

、
社

会
福

祉
施

設

に
入

所
し

て
い

る
も

の
に

つ
い

て
は

、
当

該
施

設
の

施
設

長
や

当
該

施
設

を
経

営
す

る
法

人

を
成

年
後

見
人

等
と

す
る

こ
と

は
本

人
に

と
っ

て
利

益
相

反
に

当
た

る
可

能
性

が
あ

る
こ

と

に
留

意
す

る
こ

と
。

４
医

師
の

診
断

書
に

つ
い

て

補
助

開
始

の
審

判
の

際
に

必
要

と
な

る
医

師
の

診
断

書
に

つ
い

て
も

、
最

高
裁

判
所

事
務

総
局

家
庭

局
作

成
の

書
式

例
別

添
４

を
参

考
ま

で
に

添
付

す
る

。

５
成

年
後

見
制

度
利

用
支

援
事

業
の

積
極

的
な

活
用

に
つ

い
て

成
年

後
見

制
度

の
利

用
に

要
す

る
費

用
に

つ
い

て
補

助
を

受
け

な
け

れ
ば

成
年

後
見

制
度

の
利

用
が

困
難

で
あ

る
と

認
め

ら
れ

る
も

の
に

つ
い

て
、

知
的

障
害

者
及

び
精

神
障

害
者

に

つ
い

て
は

、
「

地
域

生
活

支
援

事
業

の
実

施
に

つ
い

て
」

（
平

成
年

８
月

１
日

障
発

第

号
厚

生
労

働
省

社
会
・
援

護
局

障
害

保
健

福
祉

部
長

通
知

）
に

お
い

て
、
高

齢
者

に

つ
い

て
は

、
「

地
域

支
援

事
業

の
実

施
に

つ
い

て
」
（

平
成

年
６

月
９

日
老

発
第

号
厚

生
労

働
省

老
健

局
長

通
知

）
に

お
い

て
、
そ

れ
ぞ

れ
成

年
後

見
制

度
利

用
支

援
事

業
（

以

下
「

利
用

支
援

事
業

」
と
い

う
。
）
と

し
て

成
年

後
見

制
度

の
申

立
て

に
要

す
る

経
費

及
び

後

見
人

等
の

報
酬

に
つ

い
て

補
助

の
対

象
と

し
て

い
る

と
こ

ろ
で

あ
る

。

各
自

治
体

に
お

い
て

は
、

補
助

を
受

け
な

け
れ

ば
成

年
後

見
制

度
の

利
用

が
困

難
で

あ
る

者
に

対
す

る
権

利
擁

護
の

観
点

か
ら

、
事

業
の

積
極

的
な

活
用

を
図

ら
れ

た
い

。

３
市

町
村

長
申

立
て

の
対

象
者

の
住

所
と

居
所

が
異

な
る

市
町

村
で

あ
る

場
合

に
お

け
る

申
立

基
準

の
原

則

１
申

立
て

を
行

う
市

町
村

に
つ

い
て

市
町

村
長

申
立

て
に

当
た

っ
て

は
、

対
象

者
の

権
利

擁
護

支
援

が
迅

速
に

行
わ

れ
る

こ
と

に
よ

り
、

本
人

の
利

益
が

尊
重

さ
れ

る
こ

と
が

重
要

で
あ

る
。

市
町

村
長

申
立

て
を

行
う

市

町
村

は
、

本
人

の
状

態
像

や
生

活
実

態
を

的
確

に
把

握
し

て
い

る
こ

と
が

重
要

で
あ

る
こ

と

や
、

施
設

所
在

地
へ

の
申

立
て

の
過

度
の

集
中

を
防

ぐ
観

点
も

考
慮

す
る

必
要

が
あ

る
。

こ

れ
ら

の
観

点
を

総
合

的
に

踏
ま

え
、
住

所
（

住
民

登
録

の
あ

る
場

所
を

い
う

。
以

下
同

じ
。
）

と
居

所
が

異
な

る
市

町
村

で
あ

る
場

合
に

お
け

る
市

町
村

長
申

立
て

は
原

則
と

し
て

、

・
生

活
保

護
の

実
施

機
関

都
道

府
県

が
実

施
機

関
で

あ
る

場
合

を
除

く
。

以
下

同
じ

。

・
入

所
措

置
の

措
置

権
者

・
介

護
保

険
の

保
険

者

・
自

立
支

援
給

付
の

支
給

決
定

市
町

村

等
と

な
る

市
町

村
が

行
う

こ
と

。
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た
だ

し
、

施
設

入
所

が
長

期
化

し
、

施
設

所
在

地
市

町
村
が

本
人

の
状

況
を

よ
く

把
握

し

て
い

る
場

合
等

に
お

い
て

は
、

当
該

市
町

村
が

積
極

的
に

申
し

立
て

る
こ

と
を

妨
げ

る
も

の

で
は

な
い

。

ま
た

、
居

所
と

な
る

施
設

所
在

地
市

町
村

や
成

年
後

見
制

度
の

利
用

促
進

を
担

う
中

核
機

関
等

は
、

医
師
の

診
断

書
や

本
人

情
報

シ
ー

ト
の

作
成

に
係
る

調
整

、
後

見
人

等
の

受
任

調

整
等

に
関

し
て
、

迅
速

な
申

立
て

に
資

す
る

た
め

、
市

町
村
長

申
立

て
を

行
う

市
町

村
の

要

請
に

応
じ

て
協
力

す
る

こ
と

。

な
お

、
本

人
の

年
齢

や
状

態
に

よ
っ

て
は

、
市

町
村

内
に
お

い
て

関
係

部
局

が
複

数
に

な

る
こ

と
も

想
定

さ
れ

る
こ

と
か

ら
、

市
町

村
長

申
立

て
に

向
け

て
円

滑
な

情
報

共
有

を
図

る

た
め

、
庁

内
に

お
け

る
連

携
体

制
を

構
築

す
る

こ
と

。

２
利

用
支

援
事

業
に

お
け

る
市

町
村

間
の

取
扱

い
の

差
異

に
つ

い
て

全
国

ど
こ

に
住

ん
で

い
て

も
成

年
後

見
制

度
の

利
用

が
必
要

な
人

が
制

度
を

利
用

す
る

こ

と
が

で
き

る
よ
う

、
利

用
支

援
事

業
に

つ
い

て
市

町
村

間
の

取
扱

い
の

差
異

（
格

差
）

を
解

消
す

る
こ

と
が
重

要
で

あ
る

。
利

用
支

援
事

業
が

未
実

施
で

あ
る

こ
と

や
対

象
者

の
範

囲
が

異
な

る
こ

と
を
理

由
と

し
て

申
立

て
を

行
わ

な
い

な
ど

、
利

用
支

援
事

業
の

実
施

の
有

無
等

が
市

町
村

長
申
立

て
の

実
施

に
影

響
す

る
こ

と
が

な
い

よ
う

、
利

用
支

援
事

業
の

未
実

施
市

町
村

等
に

お
か
れ

て
は

、
国

の
成

年
後

見
制

度
利

用
促

進
施

策
に

係
る

取
組

状
況

調
査

の
結

果
も

踏
ま

え
つ
つ

、
積

極
的

な
取

組
を

お
願

い
し

た
い

。

４
市

町
村

長
申

立
て

に
お

け
る

親
族

調
査

の
基

本
的

な
考

え
方

に
つ

い
て

市
町

村
長

申
立

て
に

お
け

る
親

族
の

有
無

等
に

つ
い

て
の

調
査

（
以

下
｢
親

族
調

査
｣
と

い
う

。
）

は
、

老
人

福
祉

法
、
精

神
保

健
及

び
精

神
障

害
者

福
祉

に
関

す
る

法
律

及
び

知
的

障
害

者
福

祉
法

の
規

定
に

基
づ

き
、
親

族
等

の
法

定
後

見
の

開
始

の
審

判
等

の
請

求
を

行
う

こ
と

が
期

待
で

き
ず

、

市
町

村
長

が
｢
そ
の

福
祉

を
図

る
た

め
特

に
必

要
が

あ
る

と
認

め
る

と
き

｣
か

ど
う

か
を

確
認

す
る

た
め

に
行

う
も

の
で

あ
り

、
次

の
３

つ
に

分
け

ら
れ

る
。

ア
戸

籍
調

査

親
族

の
有

無
を

確
認

す
る

目
的

で
行

う
調

査

イ
意

向
調

査

親
族

が
申

立
て

を
行

う
意

向
が

あ
る

か
を

確
認

す
る

目
的
で

行
う

調
査

ウ
利

用
意

見
調

査

成
年

後
見

制
度

を
利

用
開

始
す

る
こ

と
等

へ
の

意
見

を
確
認

す
る

目
的

で
行

う
調

査

１
戸

籍
調

査
の

基
本

的
な

考
え

方
に

つ
い

て

市
町

村
長

申
立

て
に

当
た

っ
て

は
、

市
町

村
長

は
、

あ
ら

か
じ

め
２

親
等

以
内

の
親

族
の

有
無

を
確

認
す
る

こ
と

。
そ

の
結

果
、
２

親
等

以
内

の
親

族
が

い
な

い
場

合
で

あ
っ

て
も

、
３

親
等

又
は

４
親

等
の

親
族

で
あ

っ
て

審
判

請
求

を
す

る
者

の
存

在
が

明
ら

か
で

あ
る

と
き

は
、

市
町

村
長

申
立
て

は
行

わ
な

い
こ

と
が

適
当

で
あ

る
。

２
意

向
調

査
の

基
本

的
な

考
え

方
に

つ
い

て

意
向

調
査

に
つ

い
て

は
、

親
族

が
申

立
て

を
行

う
意

向
が

確
認

で
き

な
い

こ
と

を
理

由
と

し
て

申
立

事
務
を

中
断

す
る

こ
と

な
く

、
迅

速
な

市
町

村
長

申
立

て
の

実
施

に
努

め
る

こ
と

。

ま
た

、
虐

待
以

外
で

あ
っ

て
も

、
親

族
の

重
病

、
長

期
不

在
や

居
住

不
明

に
よ

り
親

族
か

ら

の
申

立
て

が
期

待
で

き
な

い
場

合
は

、
省

略
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

３
利

用
意

見
調

査
の

基
本

的
な

考
え

方
に

つ
い

て

利
用

意
見

調
査

に
つ

い
て

は
、
制

度
利

用
に

対
す

る
親

族
の

同
意

は
必

要
と

さ
れ

て
お

ら

ず
、
利

用
意

見
調

査
表

の
提

出
は

義
務

で
は

な
い

。
こ

れ
を

踏
ま

え
て

、
親

族
の

同
意

が
得

ら
れ

な
い

こ
と

を
理

由
と

し
て

申
立

事
務

を
中

断
す

る
こ

と
な

く
、
迅

速
な

市
町

村
長

申
立

て
の

実
施

に
努

め
る

こ
と

。

４
虐

待
等

の
緊

急
事

案
に

お
け

る
親

族
調

査
の

基
本

的
な

考
え

方
に

つ
い

て

虐
待

等
の

緊
急

事
案

に
お

け
る

親
族

調
査

に
つ

い
て

は
、
個

々
の

事
案

の
状

況
に

応
じ

て

適
切

か
つ

迅
速

な
申

立
て

が
求

め
ら

れ
る

と
こ

ろ
で

あ
り

、
次

の
と

お
り

取
り

扱
う

こ
と

。

・
戸

籍
調

査
に

つ
い

て
は

、
本

人
に

対
す

る
権

利
擁

護
支

援
に

お
い

て
中

核
を

担
う

キ
ー

パ
ー

ソ
ン

の
把

握
と

い
う

観
点

か
ら

、
虐

待
事

案
等

に
お

い
て

も
原

則
と

し
て

実
施

す
る

こ
と

。

た
だ

し
、

事
案

の
緊

急
性

が
高

い
場

合
で

、
２

親
等

以
内

の
親

族
が

遠
隔

地
に

住
ん

で

い
る

等
の

理
由

に
よ

り
戸

籍
情

報
の

取
得

が
遅

れ
る

場
合

に
お

い
て

は
、

現
状

に
お

い
て

把
握

し
得

る
情

報
を

も
っ

て
速

や
か

に
審

判
の

申
立

て
を

行
っ

た
上

で
、

並
行

し
て

戸
籍

調
査

を
行

う
こ

と
も

あ
り

得
る

こ
と

。

・
意

向
調

査
に

つ
い

て
は

、
虐

待
等

の
緊

急
事

案
に

お
い

て
は

省
略

す
る

こ
と

が
で

き
る

こ
と

。

一
方

で
、
戸

籍
調

査
を

行
う

過
程

で
他

の
キ

ー
パ

ー
ソ

ン
が

明
ら

か
に

な
っ

た
場

合
や

、

成
年

後
見

の
申

立
後

の
支

援
等

を
考

慮
す

る
に

当
た

っ
て

調
査

を
実

施
し

た
方

が
良

い
と

判
断

し
た

場
合

等
に

お
い

て
は

、
各

市
町

村
の

判
断

に
よ

り
意

向
調

査
を

実
施

す
る

こ
と

が
で

き
る

。

た
だ

し
、

虐
待

者
に

成
年

後
見

制
度

利
用

の
意

向
が

伝
わ

り
、

状
況

等
が

更
に

悪
化

す

る
こ

と
が

想
定

さ
れ

る
こ

と
か

ら
、

実
施

に
当

た
っ

て
は

十
分

留
意

す
る

こ
と

。

・
利

用
意

見
調

査
に

つ
い

て
は

、
キ

ー
パ

ー
ソ

ン
の

把
握

や
推

定
相

続
人

の
意

見
確

認
と

い
う

観
点

か
ら

任
意

で
調

査
を

行
う

場
合

、
意

向
調

査
と

同
様

、
親

族
へ

調
査

す
る

こ
と

で
虐

待
者

に
成

年
後

見
制

度
利

用
の

意
向

が
伝

わ
る

こ
と

で
、

状
況

等
が

更
に

悪
化

す
る

こ
と

も
想

定
さ

れ
る

こ
と

か
ら

、
慎

重
に

実
施

す
る

こ
と

。
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市町村における成年後見開始の申立事務の流れの例示（認知症高齢者・精神障害者・知的障害者）
※虐待等の緊急事案ではない場合

支援を必要とする認知症高齢者、精神障害者又は知的障害者

市町村（福祉事務所等）において支援内容を検討

成年後見制度の利用が適切である場合支援内容が措置等である場合

認知症高齢者：老人福祉法による措置
精神障害者：精神保健福祉法による措置
知的障害者：知的障害者福祉法による措置

戸籍調査（２親等以内の親族の有無の確認）

有り 無し

３親等又は４親等の親族であって審判請
求をする者の存在が明らかかどうか

明らか当該親族への意向調査・利用意見調査

明らかではない当該親族が支援する場合 当該親族が支援しない場合

当該親族による審判請求
家庭裁判所の後見・保佐・補助の開
始等の審判請求（申立書の作成）

家庭裁判所による審判手続き

※２ 日常生活自立支援事業の活用も
考えられる。

別添
１

※１ 並行して成年後見制度を利用することも考えられる。

※３ 親族からの申立て
が期待できない場
合は意向調査を省
略可能。

※４ 利用意見調査は義
務ではない。

支援を必要とする認知症高齢者、精神障害者又は知的障害者

市町村（福祉事務所等）において支援内容を検討

成年後見制度の利用が適切である場合支援内容が措置等である場合

認知症高齢者：老人福祉法による措置
精神障害者：精神保健福祉法による措置
知的障害者：知的障害者福祉法による措置

戸籍調査（２親等以内の親族の有無の
確認）

有り 無し

３親等又は４親等の親族であって審判
請求をする者の存在が明らかかどうか

明らか当該親族への意向調査・利用意見調査

明らかではない当該親族が支援する場合 当該親族が支援しない場合

当該親族による審判請求
家庭裁判所の後見・保佐・補助の開
始等の審判請求（申立書の作成）

家庭裁判所による審判手続き

※１ 並行して成年後見制度を利用することも考えられる。

市町村における成年後見開始の申立事務の流れの例示（認知症高齢者・精神障害者・知的障害者）
※虐待事案等で迅速な対応が必要な場合は青線を参照

別添
２

※２ 事案の緊急性が高い場合で、

戸籍情報の取得が遅れる場合は、
把握し得る情報をもって速やかに審
判の申立てを行った上で、並行して
戸籍調査を実施。

※３ 意向調査は省略可能。必要に応じて実施。
※４ 利用意見調査は義務ではない。
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【
令

和
３

年
４

月
版

】
 

１
 

申
立

後
は

，
家

庭
裁

判
所

の
許

可
を

得
な

け
れ

ば
申

立
て

を
取

り
下

げ
る

こ
と

は
で

き
ま

せ
ん

。
 

※
 

太
わ

く
の

中
だ

け
記

載
し

て
く

だ
さ

い
。

 
※

 
該

当
す

る
部

分
の

□
に

レ
点

（
チ

ェ
ッ

ク
）

を
付

し
て

く
だ

さ
い

。
 

受
付

印
 

 （
 □

後
見

 □
保

佐
 □

補
助

 ）
開

始
等

申
立

書
 

※
 該

当
す

る
い
ず

れ
か
の

部
分
の

□
に

レ
点

（
チ

ェ
ッ
ク

）
を
付

し
て
く

だ
さ

い
。

 
  

※
 収

入
印

紙
（

申
立

費
用

）
を

こ
こ

に
貼

っ
て

く
だ

さ
い

。
 

後
見

又
は
保

佐
開
始

の
と
き

は
，
８

０
０

円
分

 
 

 
保

佐
又

は
補
助

開
始
＋

代
理
権

付
与

又
は

同
意

権
付
与

の
と
き

は
，
１

，
６

０
０

円
分

 
保

佐
又

は
補

助
開
始

＋
代
理

権
付
与

＋
同

意
権

付
与

の
と
き

は
，
２

，
４
０

０
円

分
 

【
注

意
】

貼
っ

た
収

入
印

紙
に

押
印

・
消

印
は

し
な

い
で

く
だ

さ
い

。
 

収
入

印
紙

（
登

記
費

用
）

２
，

６
０

０
円

分
は

こ
こ

に
貼

ら
な

い
で

く
だ

さ
い
。

 
 

収
入

印
紙

（
申

立
費

用
）
 
 

  
 

 円

 
 

準
口

頭
 

 
 関

連
事
件
番
号
 
 
 
 
 
 
年
（
家
 
 
）
第
 
 
 
 
 
 
 
 
号

 
収

入
印

紙
（

登
記

費
用

）
 

 
 

 
 
円

 
予

納
郵

便
切

手
 
 

 
 
 

 
  
円

 
家

庭
裁

判
所

 
 

 

支
部

・
出

張
所

 
御

中
 

 

令
和

 
  

  
年

 
 
 

月
 

  
日
 

申
立

人
又

は
同

手
続
 

代
理

人
の

記
名

押
印

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
印

 

 

申   立   人 

住
所

 

〒
  

 
 
－
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
電
話
 
 
 
（
 
 
 
 
）
 
 
 
 
携
帯
電
話
 
 
 
 
（
 
 
 
 
）

 

ふ
り

が
な

 
 

氏
名

 

 
 

 
 

□
 大

正
 

□
 昭

和
 
 
 
年
 
  

 月
  

  
日

 生
 

□
 平

成
 
 
 
 
 
 （

 
 
 
 
歳
）

 
 

本
人

と
の

 

関
係

 

□
 本

人
 
 
□
 配

偶
者
 
 
□
 親

 
 
□
 子

 
 
□
 孫

 
 
□
 兄

弟
姉
妹
 
 
□
 甥

姪
 

□
 そ

の
他
の
親
族
（
関
係
：
 
 
 
 
 
 
 
）
 
 □

 市
区
町
村
長
 
 
 

□
 そ

の
他
（
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
）
 

手
 

続
 

代
 

理
 

人
 

 
住

所
 

 
（

事
務

所
等

）
 

〒
  

 
 
－
 
 
 
 
 

※
法
令
に
よ
り
裁
判
上
の
行
為
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
代
理
人
又
は
弁
護
士
を

記
載
し
て
く
だ
さ
い
。
 

  

電
話
 
 
 
（
 
 
 
 
）
 
 
 
 
フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
 
 
 
（
 
 
 
 
）
 

 
氏

名
 
 

本       人 

 
本

籍
 

 （
国

籍
）

 

 

  
都
 
道

 
 
 
 

  
 
 
 
府
 
県
 

 

住
民

票
上

 
 

の
住

所
 

□
 申

立
人
と
同
じ
 

〒
  

 
 
－
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 電
話
 
 
 
（
 
 
 
 
）

 

実
際

に
 

住
ん

で
い

る
 

場
所

 

□
 住

民
票
上
の
住
所
と
同
じ
 

〒
 
 
 
 －

  
  
  
  

※
 病

院
や
施
設
の
場
合
は
，
所
在
地
，
名
称
，
連
絡
先
を
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。
 

 
 

  
病
院
・
施
設
名
（
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
）
電
話
 
 
 
（
 
 
 
 
）
 

ふ
り

が
な

 
 

氏
  

名
 

 

 
□
 大

正
 
  
  
 

□
 昭

和
 
 
 
年
 
  

 月
  

  
日

 生
 

□
 平

成
 
 
 
 
 
 （

 
 
 
 
歳
）
 

  

 

 

 

 

別
添
３

2 
 

申
 

立
 

て
 

の
 

趣
 

旨
 

※
 
該

当
す

る
部

分
の

□
に

レ
点

（
チ

ェ
ッ

ク
）

を
付

し
て

く
だ

さ
い

。
 

 
 □

 
 本

人
に

つ
い

て
後

見
を
開

始
す

る
と

の
審

判
を
求

め
る
。
 

  □
 

 本
人
に

つ
い

て
保

佐
を
開

始
す

る
と

の
審

判
を
求

め
る
。

 
※

 
以
下

は
，
必
要

と
す

る
場

合
に
限

り
，
該
当

す
る

部
分

の
□
に

レ
点
（
チ

ェ
ッ

ク
）
を

付
し

て
く

だ
さ

い
。
な

お
，
保

佐
開

始
申

立
て

の
場

合
，
民

法
１

３
条

１
項

に
規

定
さ

れ
て

い
る

行
為

に
つ

い
て

は
，
同

意
権

付
与

の
申

立
て

の
必

要
は

あ
り

ま
せ

ん
。

 
 

□
 

本
人

の
た

め
に

別
紙

代
理

行
為
目

録
記

載
の

行
為

に
つ

い
て
保

佐
人

に
代

理
権
を

付
与

す
る

と
の

 
審

判
を
求

め
る

。
 

 □
 

本
人

が
民

法
１

３
条

１
項

に
規
定

さ
れ

て
い

る
行

為
の

ほ
か
に
，
下

記
の

行
為
（
日

用
品
の

購
入
そ
の

 
他

日
常
生

活
に

関
す

る
行

為
を

除
く
。
）
を

す
る

に
も
，
保

佐
人

の
同

意
を

得
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
 

と
の

審
判

を
求

め
る

。
 

記
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 □
 
 
本
人

に
つ

い
て
補

助
を
開

始
す

る
と

の
審

判
を
求

め
る
。

 
※

 
以
下

は
，

少
な

く
と

も
１

つ
は
，

該
当

す
る

部
分

の
□

に
レ
点

（
チ

ェ
ッ

ク
）

を
付

し
て
く
だ
さ
い
。

 
 

□
 

本
人

の
た

め
に

別
紙

代
理

行
為
目

録
記

載
の

行
為

に
つ

い
て
補

助
人

に
代

理
権
を

付
与

す
る

と
の

 
審

判
を
求

め
る

。
 

 
 

 
 

□
 

本
人

が
別

紙
同

意
行

為
目
録

記
載

の
行

為
（

日
用

品
の
購

入
そ

の
他

日
常

生
活

に
関
す

る
行

為
を

除
 

く
。

）
を

す
る

に
は

，
補

助
人

の
同

意
を

得
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
と

の
審
判

を
求

め
る

。
 

申
 

立
 
て
 
の
 

理
 
由
 

 
本
人
は
，
（

※
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
）

に
よ
り
 

判
断
能
力
が
欠
け
て
い
る
の
が
通
常
の
状
態
又
は
判
断
能
力
が
（
著
し
く
）
不
十
分
で
あ
る
。
 

※
 

診
断
書
に
記
載

さ
れ
た
診
断
名
（

本
人
の
判
断
能

力
に
影
響
を
与
え

る
も
の
）
を
記

載
し
て
く
だ
さ
い

。
 

申
 

立
 
て
 
の
 

動
 
機
 

※
 
該

当
す

る
部

分
の

□
に

レ
点

（
チ

ェ
ッ

ク
）

を
付

し
て

く
だ

さ
い

。
 

 
本
人
は
，
 

□
 預

貯
金
等
の
管
理
・
解
約
 
□
 保

険
金
受
取
 
□
 不

動
産
の
管
理
・
処
分
 
□
 相

続
手
続
 

□
 訴

訟
手
続
等
 
□
 介

護
保
険
契
約
 
□
 身

上
保
護
（
福
祉
施
設
入
所
契
約
等
）
 

□
 そ

の
他
（
 
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
）
 

の
必
要
が
あ
る
。

 
 

※
 

上
記

申
立

て
の

理
由

及
び

動
機

に
つ

い
て

具
体

的
な
事

情
を

記
載

し
て

く
だ

さ
い
。

書
き

き
れ

な
い

場
合
 

は
別

紙
★
を
利

用
し

て
く

だ
さ

い
。

★
Ａ
４
サ
イ
ズ
の
用
紙
を
ご
自
分
で
準
備
し
て
く
だ
さ
い
。
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3 
    

 

成
 

年
 

後
 

見
 

人
 

等
 

候
 

補
 

者
 

□
 家

庭
裁
判
所
に
一
任
 
※
 
以
下
こ
の
欄
の
記
載
は
不
要
 

□
 申

立
人
 
※
 
申
立
人
が
候
補
者
の
場
合
は
，
以
下
こ
の
欄
の
記
載
は
不
要
 

□
 申

立
人
以
外
の
〔
 □

 以
下
に
記
載
の
者
 
□
 別

紙
★
に
記
載
の
者
 〕

★
Ａ

４
サ

イ
ズ

の
用

紙
を

ご
自

分
で

準
備

し
て

く
だ

さ
い

。
 

  
住

所
 

〒
  

 
 
－
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
電
話
 
 
 
（
 
 
 
 
）
 
 
 
 
携
帯
電
話
 
 
 
 
（
 
 
 
 
）
 

ふ
り

が
な
 

 

氏
名

 

 
 

 □
 昭

和
 

年
 
 
月
 
 
日

 生
 

□
 平

成
  

 
 
 
 （

 
 
 
 
歳
）

 
 

 

 
本

人
と

の
 

関
係

 

 
□
 
親
 
族
：
□
 配

偶
者
 
 
□
 親

 
 
□
 子

 
 
□
 孫

 
 
□
 兄

弟
姉
妹
 
 

□
 甥

姪
 
 
 
□
 そ

の
他
（
関
係
：
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
）
 

□
 
親
族
外
：
（
関
係
：
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
）

手
続

費
用

の
上

申
 

□
 

手
続

費
用

に
つ

い
て

は
，

本
人

の
負

担
と

す
る

こ
と

を
希

望
す

る
。

 

※
 
申

立
手

数
料

，
送

達
・
送

付
費

用
，
後

見
登

記
手

数
料

，
鑑

定
費

用
の

全
部
又
は
一
部
に
つ
い
て
，
本
人
の
負
担
と
す

る
こ

と
が

認
め

ら
れ

る
場

合
が

あ
り

ま
す

。
 

添
付

書
類

 

※
 

同
じ

書
類

は
本

人
１

人
に

つ
き

１
通

で
足

り
ま

す
。
審

理
の

た
め

に
必

要
な

場
合

は
，
追

加
書

類
の

提
出

を
お

願
い

す
る

こ
と

が
あ

り
ま

す
。

 
※

 
個

人
番

号
（

マ
イ
ナ

ン
バ

ー
）

が
記
載

さ
れ

て
い

る
書
類

は
提
出

し
な

い
よ

う
に

ご
注

意
く

だ
さ
い

。
 

□
 

本
人

の
戸

籍
謄

本
（

全
部

事
項

証
明

書
）

 

□
 

本
人

の
住

民
票

又
は

戸
籍

附
票

 

□
 

成
年

後
見

人
等

候
補

者
の

住
民

票
又

は
戸

籍
附

票
 

（
成

年
後

見
人

等
候

補
者

が
法

人
の

場
合

に
は

，
当

該
法

人
の

商
業

登
記

簿
謄

本
（

登
記

事
項
 

証
明

書
））

 

□
 

本
人

の
診

断
書

 

 
 

□
 

本
人

情
報

シ
ー

ト
写

し
 

 
 

□
 

本
人

の
健

康
状

態
に

関
す

る
資

料
 

□
 

本
人

の
成

年
被

後
見

人
等

の
登

記
が

さ
れ

て
い

な
い

こ
と

の
証

明
書

 

□
 

本
人

の
財

産
に

関
す

る
資

料
 

□
 

本
人

が
相

続
人

と
な

っ
て

い
る

遺
産

分
割

未
了

の
相

続
財

産
に

関
す

る
資

料
 

□
 

本
人

の
収

支
に

関
す

る
資

料
 

□
（

保
佐

又
は

補
助

開
始

の
申

立
て

に
お

い
て

同
意

権
付

与
又

は
代

理
権

付
与

を
求

め
る

場
合

）
 

同
意

権
，

代
理

権
を

要
す

る
行

為
に

関
す

る
資

料
（

契
約

書
写

し
な

ど
）

 

 
 

□
 

成
年

後
見

人
等

候
補

者
が

本
人

と
の

間
で

金
銭

の
貸

借
等

を
行

っ
て

い
る

場
合

に
は

，
そ

の

関
係

書
類

（
後

見
人

等
候

補
者

事
情

説
明

書
４

項
に

関
す

る
資

料
）

 
 

（
家
庭

裁
判

所
提

出
用

）

1/
2 

診
断

書
（
成
年
後
見
制
度
用
）

 １
氏
名

男
・
女

年
月

日
生
（

歳
）

 

住
所

 

２
医
学
的
診
断

 

診
断
名
（
※
判
断
能
力
に
影
響
す
る
も
の
を
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。
）

 
   

所
見
（
現
病
歴
，
現
症
，
重
症
度
，
現
在
の
精
神
状
態
と
関
連
す
る
既
往
症
・
合
併
症
な
ど
）

 
   

各
種
検
査

 
長
谷
川
式
認
知
症
ス
ケ
ー
ル

□
点
（

年
月

日
実
施
）

□
実
施
不
可

Ｍ
Ｍ
Ｓ
Ｅ

□
点
（

年
月

日
実
施
）

□
実
施
不
可

脳
画
像
検
査

□
検
査
名
：

（
年

月
日
実
施
）

□
未
実
施

 
脳
の
萎
縮
ま
た
は
損
傷
等
の
有
無

 
□

あ
り

所
見
（
部
位
・
程
度
等
）
：

 
□

な
し

 
知
能
検
査

□
検
査
名
：

（
年

月
日
実
施
）

 
検
査
結
果
：

 
 そ
の
他

□
検
査
名
：

（
年

月
日
実
施
）

検
査
結
果
：

 
 

短
期
間
内
に
回
復
す
る
可
能
性

 
□

回
復
す
る
可
能
性
は
高
い

□
回
復
す
る
可
能
性
は
低
い

□
分
か
ら
な
い

 
（
特
記
事
項
）

３
判
断
能
力
に
つ
い
て
の
意
見

 

□
契
約
等
の
意
味
・
内
容
を
自
ら
理
解
し
，
判
断
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

 

□
支
援
を
受
け
な
け
れ
ば
，
契
約
等
の
意
味
・
内
容
を
自
ら
理
解
し
，
判
断
す
る
こ
と
が
難
し
い
場
合
が
あ
る
。

 

□
支
援
を
受
け
な
け
れ
ば
，
契
約
等
の
意
味
・
内
容
を
自
ら
理
解
し
，
判
断
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

 

□
支
援
を
受
け
て
も
，
契
約
等
の
意
味
・
内
容
を
自
ら
理
解
し
，
判
断
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

 

（
意
見
）
※

慎
重
な
検
討
を
要
す
る
事
情
等
が
あ
れ
ば
，
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。

裏
面
に
続
く

（
表

面
）

別
添
４
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（
家

庭
裁

判
所

提
出

用
）

 

2/
2 

（
令
和
３
年
１
０
月
版
）

判
定
の
根
拠

 
(1

) 
見
当
識
の
障
害
の
有
無

 
□

障
害
な
し

□
と
き
ど
き
障
害
が
み
ら
れ
る

□
頻
繁
に
障
害
が
み
ら
れ
る

□
い
つ
も
障
害
が
み
ら
れ
る

  
(2

) 
他
人
と
の
意
思
疎
通
の
障
害
の
有
無

 
□

問
題
な
く
で
き
る

□
だ
い
た
い
で
き
る

□
あ
ま
り
で
き
な
い

□
で
き
な
い

 
  

(3
) 
理
解
力
・
判
断
力
の
障
害
の
有
無

 
・
一
人
で
の
買
い
物
が

□
問
題
な
く
で
き
る

□
だ
い
た
い
で
き
る

□
あ
ま
り
で
き
な
い

□
で
き
な
い

 
・
一
人
で
の
貯
金
の
出
し
入
れ
や
家
賃
・
公
共
料
金
の
支
払
が

□
問
題
な
く
で
き
る

□
だ
い
た
い
で
き
る

□
あ
ま
り
で
き
な
い

□
で
き
な
い

  
(4

) 
記
憶
力
の
障
害
の
有
無

 
・
最
近
の
記
憶
（
財
布
や
鍵
の
置
き
場
所
や
，
数
分
前
の
会
話
の
内
容
な
ど
）
に
つ
い
て

□
障
害
な
し

□
と
き
ど
き
障
害
が
み
ら
れ
る

□
頻
繁
に
障
害
が
み
ら
れ
る

□
い
つ
も
障
害
が
み
ら
れ
る

 
・
過
去
の
記
憶
（
親
族
の
名
前
や
，
自
分
の
生
年
月
日
な
ど
）
に
つ
い
て

□
障
害
な
し

□
と
き
ど
き
障
害
が
み
ら
れ
る

□
頻
繁
に
障
害
が
み
ら
れ
る

□
い
つ
も
障
害
が
み
ら
れ
る

  
(5

) 
そ
の
他
（
※
上
記
以
外
に
も
判
断
能
力
に
関
し
て
判
定
の
根
拠
と
な
る
事
項
等
が
あ
れ
ば
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。
）

 
   

参
考
と
な
る
事
項
（
本
人
の
心
身
の
状
態
，
日
常
的
・
社
会
的
な
生
活
状
況
等
）

 
  ※

「
本
人
情
報
シ
ー
ト
」
の
提
供
を

□
受
け
た

□
受
け
な
か
っ
た

 
（
受
け
た
場
合
に
は
，
そ
の
考
慮
の
有
無
，
考
慮
し
た
事
項
等
に
つ
い
て
も
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。
）

 
   以

上
の
と
お
り
診
断
し
ま
す
。

年
月

日
 

病
院
又
は
診
療
所
の
名
称
・
所
在
地

 

担
当
診
療
科
名

 

担
当
医
師
氏
名

印

【
医
師
の
方
へ
】

※
診
断
書
の
記
載
例
等
に
つ
い
て
は
，
後
見
ポ
ー
タ
ル
サ
イ
ト
（

）
か

ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

 
※

参
考
と
な
る
事
項
欄
に
あ
る
「
本
人
情
報
シ
ー
ト
」
と
は
，
本
人
の
判
断
能
力
等
に
関
す
る
診
断
を
行
う
際
の
補
助
資
料
と
し

て
，
本
人
の
福
祉
関
係
者
が
作
成
す
る
シ
ー
ト
で
す
。
提
供
が
あ
っ
た
場
合
は
，
診
断
へ
の
活
用
を
御
検
討
く
だ
さ
い
。

 
※

家
庭
裁
判
所
は
，
診
断
書
を
含
む
申
立
人
か
ら
の
提
出
書
類
等
に
基
づ
き
，
本
人
の
判
断
能
力
に
つ
い
て
判
断
し
ま
す
（
事
案

に
よ
っ
て
医
師
に
よ
る
鑑
定
を
実
施
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。）
。

 

（
裏

面
）

事
務

連
絡

令
和

３
年

月
日

各
民

生
主

管
部

局
長

宛

厚
生

労
働

省
社

会
・

援
護

局
障

害
保

健
福

祉
部

障
害

福
祉

課
長

厚
生

労
働

省
社

会
・

援
護

局
障

害
保

健
福

祉
部

精
神

・
障

害
保

健
課

長

厚
生

労
働

省
老

健
局

認
知

症
施

策
・

地
域

介
護

推
進

課
長

｢
市

町
村

長
に

よ
る

成
年

後
見

制
度

に
基

づ
く

後
見

開
始

の
審

判
等

の
請

求
に

係
る

基
準

等
の

基
本

的
考

え
方

及
び

手
続

の
例

示
に

つ
い

て
｣
の

Ｑ
＆

Ａ
に

つ
い

て

老
人

福
祉

法
（

昭
和

年
法

律
第

号
）

第
条

、
精

神
保

健
及

び
精

神
障

害
者

福

祉
に

関
す

る
法

律
（

昭
和

年
法

律
第

号
）

第
条

の
の

２
及

び
知

的
障

害
者

福
祉

法
（

昭
和

年
法

律
第

号
）

第
条

に
基

づ
く

市
町

村
長

に
よ

る
後

見
等

の
開

始
の

審
判

請
求

（
以

下
「

市
町

村
長

申
立

て
」

と
い

う
。
）

に
関

し
て

は
、

｢
市

町
村

長
に

よ

る
成

年
後

見
制

度
に

基
づ

く
後

見
開

始
の

審
判

等
の

請
求

に
係

る
基

準
等

の
基

本
的

考
え

方

及
び

手
続

の
例

示
に

つ
い

て
｣
（

令
和

３
年

月
日

付
け

障
障

発
第

１
号

、
障

精

発
第

１
号

、
老

認
発

第
２

号
厚

生
労

働
省

社
会

・
援

護
局

障
害

保
健

福
祉

部
障

害
福

祉
課

長
、

社
会

・
援

護
局

障
害

保
健

福
祉

部
精

神
保

健
福

祉
課

長
、

老
健

局
認

知
症

施

策
・

地
域

介
護

推
進

課
長

連
名

通
知

）
に

お
い

て
、

市
町

村
長

申
立

基
準

及
び

虐
待

事
案

等

に
お

け
る

親
族

調
査

の
基

本
的

な
考

え
方

を
示

す
と

と
も

に
、

市
町

村
長

申
立

の
手

続
の

例

示
を

見
直

し
た

と
こ

ろ
で

す
が

、
今

般
、

個
別

事
案

等
の

考
え

方
に

つ
い

て
、

別
紙

の
通

り

Ｑ
＆

Ａ
を

作
成

し
た

の
で

、
ご

参
考

ま
で

に
送

付
い

た
し

ま
す

。

都
道

府
県

市
町

村
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別
紙

そ
れ

ぞ
れ

下
表

右
欄

の
市

町
村

が
原

則
と

し
て

市
町

村
長

申
立

て
を

行
う

こ
と

と
す

る
。

ア
生

活
保

護
を

受
給

し
な

が
ら

介
護

保

険
サ

ー
ビ

ス
、
障

害
福

祉
サ

ー
ビ

ス
を

利
用

し
て

い
る

場
合

又
は

医
療

機
関

に
入

院
し

て
い

る
場

合
（

※
１

）

生
活

保
護

の
実

施
機

関

（
都

道
府

県
が

実
施

機
関

で
あ

る
場

合
を

除
く

。
）

イ
措

置
を

受
け

て
介

護
保

険
サ

ー
ビ

ス

又
は

障
害

福
祉

サ
ー

ビ
ス

を
利

用
し

て
い

る
場

合

措
置

の
実

施
機

関

（
措

置
か

ら
契

約
に

切
り

替
わ

っ
た

場
合

を
除

く
。
）

ウ
住

所
地
特

例
（

居
住

地
特

例
）
対

象
施

設
に

入
所

し
、
介

護
保

険
サ

ー
ビ

ス
と

障
害

福
祉

サ
ー

ビ
ス

を
双

方
利

用
し

て
い

る
場

合

対
象

者
の

生
活

の
維

持
に

と
っ

て
よ

り
中

心
的

で
あ

る
サ

ー
ビ

ス
を

所
管

す
る

市
町

村
（

保
険

者
又

は
支

給
決

定

市
町

村
）

エ
生

活
保
護

を
受

給
せ

ず
、
介

護
保

険
サ

ー
ビ

ス
、
障

害
福

祉
サ

ー
ビ

ス
の

利
用

も
な

い
場

合

本
人

の
居

住
地

の
あ

る
市

町
村

（
※

２
）

た
だ

し
、

長
期

入
院

患
者

の
場

合
は

、

本
人

が
退

院
後

入
院

前
の

居
住

地
に

居
住

す
る

こ
と

が
予

定
さ

れ
て

い
る

と
き

は
、
入

院
前

の
居

住
地

の
市

町
村

が
申

し
立

て
を

行
う

こ
と

。

（
※

１
）

例
示

と
し

て
以

下
の

よ
う

な
場

合
が

考
え

ら
れ

る
。

・
住

民
基

本
台

帳
上

、
住

所
は

存
在

す
る

が
既

に
家

財
等

を
処

分
し

居
所

で
は

な

く
な

っ
て

お
り

、
現

在
地

（
医

療
機

関
）

に
は

住
所

を
変

更
で

き
な

い
場

合
。

・
入

院
中

の
た

め
介

護
保

険
サ

ー
ビ

ス
等

は
不

要
で

あ
る

場
合

。

（
※

２
）

住
民

票
を

移
さ

ず
に

別
の

市
町

村
に

居
住

実
態

が
あ

る
こ

と
も

想
定

さ
れ

る
た

め
、

形
式
的

に
住

所
地

で
判

断
は

し
な

い
。

た
だ

し
、
都
道

府
県

が
す

で
に

所
管

域
内

の
調

整
を

円
滑

に
す

る
独

自
の

ル
ー

ル
を

定

め
て

い
る

場
合

や
、
自

治
体

間
で

合
意

が
あ

る
場

合
は

こ
の
限

り
で

は
な

い
。
ま

た
、
都

道
府

県
と

政
令

市
の

協
議

に
よ

り
、
都

道
府

県
の

判
断

機
能

を
政

令
市

に
依

頼
す

る
こ

と

も
差

し
支

え
な

い
。

Ｑ
１

本
人

が
複

数
の

サ
ー

ビ
ス

を
利

用
し

、
保

険
者

市
町

村
と

支
給

決
定

市
町

村
が

異

な
る

場
合

や
、

長
期

入
院

患
者

の
場

合
等

に
お

け
る

市
町
村

長
申

立
て

に
つ

い
て

は
、
い

ず
れ

の
市

町
村

が
市

町
村

長
申

立
て

を
行

う
べ

き
か

？

以
下

の
考

慮
事

項
を

総
合

的
に

勘
案

し
て

、
原

則
と

し
て

関
係

市
町

村
が

協
議

の
上

で

決
定

す
る

こ
と

。

（
考

慮
事

項
）

ア
本

人
の

状
態

像
や

生
活

実
態

を
把

握
し

て
い

る
こ

と
も

重
要

で
あ

る
こ

と
。

イ
本

人
へ

の
関

わ
り

は
成

年
後

見
の

申
立

て
で

終
了

で
は

な
く

、
本

人
の

権
利

擁
護

支
援

に
取

り
組

む
チ

ー
ム

に
後

見
人

等
が

参
加

し
、
ど

の
よ

う
な

支
援

を
行

っ
て

い

く
か

を
継

続
し

て
検

討
し

て
い

く
必

要
が

あ
る

こ
と

。
（

市
町

村
と

し
て

は
受

任
調

整
や

成
年

後
見

制
度

利
用

支
援

事
業

に
よ

る
関

わ
り

が
あ

る
こ

と
。
）

ウ
審

判
の

請
求

は
本

人
住

所
地

を
管

轄
す

る
裁

判
所

に
て

行
う

必
要

が
あ

る
こ

と
。

な
お

、
１

ヶ
月

間
を

目
処

と
し

て
市

町
村

間
で

の
協

議
が

整
わ

な
い

場
合

は
、
本

人
の

権
利

擁
護

に
支

障
を

来
す

こ
と

が
な

い
よ

う
に

、
市

町
村

か
ら

都
道

府
県

に
協

議
を

行
い

、

都
道

府
県

に
お

い
て

判
断

す
る

こ
と

。

都
道

府
県

を
ま

た
ぐ

場
合

に
お

い
て

は
、
本

人
の

権
利

擁
護

支
援

が
可

能
な

限
り

迅
速

に
行

わ
れ

る
よ

う
、

都
道

府
県

間
で

協
議

の
上

、
判

断
す

る
こ

と
。

都
道

府
県

間
で

協
議

が
難

航
し

た
場

合
は

、
そ

れ
ぞ

れ
の

同
意

の
下

、
具

体
的

な
論

点

を
明

ら
か

に
し

て
、

下
記

の
照

会
先

ま
で

メ
ー

ル
に

て
送

信
す

る
こ

と
。

（
知

的
障

害
者

に
関

す
る

相
談

の
場

合
）

厚
生

労
働

省
社

会
・

援
護

局
障

害
保

健
福

祉
部

障
害

福
祉

課
地

域
生

活
支

援
推

進
室

（
精

神
障

害
者

に
関

す
る

相
談

の
場

合
）

厚
生

労
働

省
社

会
・

援
護

局
障

害
保

健
福

祉
部

精
神

・
障

害
保

健
課

（
高

齢
者

に
関

す
る

相
談

の
場

合
）

厚
生

労
働

省
老

健
局

認
知

症
施

策
・

地
域

介
護

推
進

課

Ｑ
２

Ｑ
１

の
原

則
に

依
り

が
た

い
特

別
な

事
情

が
あ

る
場

合
に

お
い

て
は

、
い

ず
れ

の

市
町

村
が

市
町

村
長

申
立

て
を

行
う

べ
き

か
？

Ｑ
３

都
道

府
県

間
の

協
議

が
難

航
し

た
場

合
は

ど
の

よ
う

に
取

り
扱

う
べ

き
か

。
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事 務 連 絡 

令和 ３年 3 月 24 日

各都道府県衛生主管部（局）御中

厚生労働省健康局健康課予防接種室

成年被後見人等に対する新型コロナ予防接種を実施するに当たっての

留意事項について

新型コロナウイルス感染症に係る予防接種（以下「新型コロナ予防接種」という。）

については、「新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施に関する手引きにつ

いて」（令和２年 月 日付け健発 第４号厚生労働省健康局長通知）の別添に

おいて、現時点での情報とその具体的な事務取扱をお示ししているところです。

今般、成年被後見人や被保佐人、被補助人（以下「成年被後見人等」という。）への

接種に当たってご留意いただきたい事項について、以下のとおりお示ししますので、

適切な配慮が提供されるよう御協力をお願いするとともに、本事務連絡の内容を管内

市区町村に周知いただくようお願いいたします。

記

１ 接種券の郵送について

接種の対象者が成年被後見人等で、本人による接種券の受け取りが困難な場合は、

接種券の送付先を成年後見人や保佐人、補助人、任意後見人（以下「成年後見人等」

という。）に設定することが可能であること。

送付先変更の依頼が成年後見人等からあった際は、成年後見登記制度に基づく登

記事項証明書（の写し）等により、成年後見人等と接種の対象者との関係、成年後

見人等の送付先住所の確認を行うことが望ましいこと。

また、現状、各市区町村において、成年被後見人等に対する各種通知文書を、成

年後見人等に送付する取扱いを行っている場合は、関係部局で連携の上、接種券に

ついても、同様に成年後見人等に送付することをご検討いただきたいこと。
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２ 接種を受ける際の同意の確認について

成年被後見人等が接種を受けるに当たっては、まず、成年被後見人等に必要な情

報をしっかりと伝え、その上で、本人の意思を可能な限り確認していただく必要が

あること。

本人の接種の意思を確認することができた場合は、本人の自筆又は本人の同意を

確認した者の代筆により予診票の接種の希望欄に署名いただくこと。

本人の接種の意思を確認することが難しい場合は、予防接種法令上、接種の対象

者が法定後見制度の成年被後見人であれば成年後見人による同意の署名が可能だ

が、その場合は家族や医療・ケアチーム等、本人の周りの方と相談しながら判断い

ただく必要があること。

なお、被保佐人や被補助人、任意後見制度の被後見人の場合には、保佐人や補助

人、任意後見人による署名はできないため、原則どおり接種の意思を本人に確認し

た上で、本人の自署又は本人の接種の意思を確認した者の代筆により接種の同意欄

に署名すること。この場合、本人の接種の意思を確認した上での代筆であれば保佐

人や補助人、任意後見人が行うことも可能であること。
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成年後見制度利用促進法第 条の規定により、厚生労働省を事務局とする「成年後見制度利用促進会議

（法務大臣・厚生労働大臣・総務大臣で構成）」及び「成年後見制度利用促進専門家会議（有識者で構

成）」が設置されています。

月 日に第７回成年後見制度利用促進専門家会議を、下記のとおり開催しますのでお知らせします。

※ 本会議の中継（映像及び音声）は公式記録ではありません。本協会議の公式記録（議事録）は、厚生

労働省ホームページに追って掲載されます。

※ 本会議の中継の著作権は厚生労働省に属します。なお、配信している画面あるいは内容を許可なく他

のウェブサイトや著作物等へ転載することを禁止します。また、著作権法で許された範囲を超えた複

製を固く禁止します。著作権法で許された範囲内で複製する場合でも、その複製物を目的外に利用し

たり、内容を改変することを禁止します。

国の成年後見制度利用促進基本計画は、成年後見

制度利用促進法第 条に基づき策定されているも

のです。現在の基本計画は、概ね 年間の計画とし

て令和 年度末までのものになっています。

法第 条では、成年後見制度の利用の促進に関

する総合的かつ計画的な推進を図る際には、国が専

門家会議の意見を聴く旨の規定があります。

以上を踏まえて、専門家会議で基本計画変更の検

討を開始するものです。

成年後見制度利用促進ニュースレター 第 29 号 

     成年後見制度利用促進ニュースレター 
令和 3 年 3 月 22 日発行 

１．第 7 回成年後見制度利用促進専門家会議を開催します 
 

本号の掲載内容  

1．第 7回成年後見制度利用促進専門家会議を開催します 

（ミニＱ＆Ａ）なぜ、国の基本計画を変更する検討を開始するのですか？ 

2．職員の採用に当たっての欠格条項の表記に関する事務連絡発出のお知らせ 

3．新型コロナウイルスのワクチン接種における後見人等の役割について 

日 時 令和３年３月 日（月） ～

場 所 Ｗｅｂ会議

議 題 （予 定）

１．成年後見制度の利用の促進に関する施策の進捗状況について

２．成年後見制度利用促進基本計画の変更について

３．その他

※資料につきましては、会議当日までに当省ホームページに掲載します。

※ 配信用 ：

なぜ、国の成年後見制度利用促進基本計画を変更する検討を開始する

のですか？ 
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ニュースレター第 号で、成年被後見人等の欠

格条項の適正化等に関する事務連絡の発出をお知ら

せしたところですが、この事務連絡を踏まえ、本年

３月１１日に人事院から各府省等に対して、地方支

分部局等を始めとする関係機関を含め、職員の採用

に当たっての募集案内等に、成年被後見人等が国家

公務員の欠格条項に該当する旨の誤った表記をしな

いよう、改めて留意することを求める事務連絡が発

出されました。

 

 

 

 
関係地方公共団体、関係団体の皆様におかれては、

成年被後見人等の人権が尊重され、成年被後見人等

であることを理由に不当に差別されないよう、引き

続き、適切な対応をお願いいたします。

 
 
 

新型コロナウイルス感染症のワクチン接種が先月から開始されました。後見人等の役割も含めてお知らせ致

します。

１．接種を受けられる期間

接種を受けられる期間は、令和３年２月 日から令和４年２月末までの予定です。最初は、医療従事者等

への接種が順次行われます。その後、高齢者、基礎疾患を有する方・高齢者施設等に従事する方の順に接種

を進めていく見込みです。

なお、高齢者への接種は、一部の市町村で４月中旬に開始される見込みです。当初は実施する市町村や接

種する人数が限られており、順次拡大していきます。

詳細なスケジュールは、お住まいの自治体等からの発表をお待ちください。

２．使用するワクチン

現在日本では、米ファイザー社、英アストラゼネカ社、米モデルナ社とワクチンの供給契約を結んでおり、

そのうち、現時点ではファイザー社のワクチンが薬事承認されています。そのため、まずはファイザー社の

ワクチンで接種を進めています。

これらのワクチンは、いずれも ２回の接種が必要となる予定です。

ファイザー社のワクチンでは、通常、１回目の接種から３週間後に２回目の接種を受けます。１回目から３

週間を超えた際には、できるだけ早く２回目の接種を受けてください。

３．接種を受けられる場所

原則として、成年被後見人等ご本人の住民票のある市町村（住所地）の医療機関や接種会場で接種を受けて

いただきます。インターネットで、接種を受けることができる医療機関や接種会場を探すための、接種総合

案内サイトを設置する予定です。そのほか、市町村からの広報などをご確認ください。

なお、次のような事情のある方は、住所地以外で接種を受けていただくことができる見込みです。具体的

な手続きは、お住まいの自治体や入院されている病院等からのご案内をお待ちください。

３．新型コロナウイルスのワクチン接種における後見人等の役割に

ついて 

各府省等宛 職員の採用に当たっての欠格条項

の表記について（令和 3 年 3 月 11 日事務連

絡） 

２．職員の採用に当たっての欠格条項の表記に関する事務連絡発出

のお知らせ 
 

  住所地以外に所在する医療機関や施設に入院・入所中で、当該医療機関・施設で接種を受け

る方

  基礎疾患を治療中の医療機関（住所地以外）で接種を受ける方

  その他やむを得ない事情があり、お住まいが住所地と異なる方
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４．接種を受けるための手続き

次のような方法で接種を受けることになります。

 接種の時期より前に、市町村から「接種券」と「新型コロナワクチン接種のお知らせ」が届きます。

 国や市町村から接種のスケジュールを発表します。成年被後見人等ご本人が該当するスケジュールをご

確認ください。

 接種を受けることができる医療機関や接種会場をお探しください。（３．接種が受けられる場所を参

照）

※ 医療機関・施設に入院・入所されている方は、施設等内で接種が行われることもあります。

詳細は入院・入所されている施設等へお問い合わせください。

 電話やインターネットで予約をしてください。成年被後見人等ご本人が予約を取ることが難しい場合、

代理でご予約いただくことも可能です。

 接種を受ける際には、市町村より郵送される「接種券」と「本人確認書類（運転免許証、健康保険証な

ど）」を必ずお持ちください。

５．接種を受ける際の費用

全額公費で接種を行うため、無料で接種できます。

新型コロナウイルス感染症に係るワクチン接種のために必要と騙り、金銭や個人情報をだ

ましとろうとする電話があった旨の相談が消費生活センターへ寄せられています。

市町村等が、ワクチン接種のために金銭や個人情報を電話・メールで求めることはありま

せん。困ったときは消費者ホットライン にご相談ください。

６．接種を受ける際の同意

新型コロナワクチンの接種を受けていただくようお勧めしていますが、接種を受けることは強制ではあり

ません。予防接種法令上では、予防接種を受けるに当たっては、接種を受ける方又はその保護者から書面に

より同意を得ることとしており、この「保護者」には後見人が含まれます。

成年被後見人が接種を受けるに当たっては、まず、成年被後見人ご本人に、必要な情報をしっかりと伝え

てください。その上で、ご本人の意思を可能な限り確認してください。

◆予防接種法（昭和二十三年法律第六十八号）抄

第２条
７ この法律において「保護者」とは、親権を行う者又は後見人をいう。

◆予防接種実施規則（昭和三十三年厚生省令第二十七号）抄

（説明と同意の取得）
第五条の二 予防接種を行うに当たっては、あらかじめ被接種者又はその保護者に対し

て、予防接種の有効性及び安全性並びに副反応について当該者の理解を得るよう、適切
な説明を行い、文書により同意を得なければならない。

２ （略）

 

  ご本人の同意が確認できた場合は、ご本人による自署又は代筆

  ご本人の接種の意思を確認することが難しい場合は、成年後見人による署名

成年後見人による署名をする場合は、家族や医療・ケアチーム等、成年被後

見人ご本人の周りの方と相談しながらご判断いただくようお願いいたしま

す。
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７．接種を受けた後に副反応が起きた場合の予防接種健康被害救済制度

一般的に、ワクチン接種では、副反応による健康被害（病気になったり障害が残ったりすること）が、極

めて稀ではあるものの、なくすことができないことから、救済制度が設けられています。

救済制度では、予防接種によって健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり、障害が残ったり

した場合に、予防接種法に基づく救済（医療費・障害年金等の給付）が受けられます。

新型コロナワクチンの接種についても、健康被害が生じた場合には、予防接種法に基づく救済を受けるこ

とができます。

もし成年被後見人等ご本人に健康被害が生じた場合は、ご本人の住民票のある市町村にご相談いただき、

申請書の準備等のサポートをお願いいたします。

成年被後見人ご本人の同意を確認した第三者が、自筆ができないご本人に代わって、ご本人氏名を署名す

ることです。成年後見人に限らず、ご本人の同意を確認した施設職員や医療機関職員も行うことが可能です。

代筆した際は、代筆した方の氏名とご本人との関係を併せて記載していただく必要があります。

オンライン面会ができる場合には、直接ご本人と話をして、必要な情報提供や意思確認をすることが望ま

しいです。

もしもそれが叶わない場合には、施設、医療機関等の職員に

① ご本人への情報提供がどのようになされたのか、

② ご本人がどのような状態でどのように意思表示をしたのか、

確認してください。また、その際には、

③ 接種後のご本人の様子の見守りを依頼し、変化がある場合には詳細に記録し後見人に連絡が欲

しいこと

を伝えてください。

ご本人が同意し、自筆できる場合には、ご本人の署名となります。自筆できなくても同意が確認できる場

合には、成年後見人や入院・入所先職員等の代筆となります。

ご本人の同意が確認できない場合には、家族や医療・ケアチーム等、成年被後見人ご本人の周りの方と相

談しながらご判断いただくようお願いいたします。

原則として、成年被後見人ご本人の同意に基づき接種が行われる必要があります。同意が確認出来ない場

合には、家族や医療・ケアチーム等、ご本人の周りの方と相談しながらご判断いただくようお願いいたしま

す。

ご本人が理解しやすくなるよう、分かりやすい言葉や、絵カード・写真等を用いた丁寧な説明を行うこと

が望ましいです。また、サービス提供事業所から成年被後見人ご本人に説明をすることになった際は、成年

後見人としてサービス提供事業所にもそのような合理的配慮を求めることも大切です。

新型コロナワクチンに関する情報は、厚生労働省ホームページ

（ ）を

ご参照ください。

Ｑ１ 「代筆」とは具体的にどのようなことを言いますか？

Ｑ２．施設入所、入院等で面会制限されており、ご本人に直接情報提供できない場合は、どうしたらい

いですか？

Ｑ３．成年被後見人ご本人の意思確認が困難な場合、成年後見人である私自身の判断だけで決定してよ

いのでしょうか？

Ｑ４ 成年被後見人ご本人にワクチン接種に関する説明をする際に、配慮すべきことはありますか？
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ご本人の同意があるので、ご本人の同意に基づき、ご本人の自署あるいは代筆となります。

予防接種法上の保護者となるのは、法定後見における成年後見人です。被保佐人、被補助人の場合は、保

佐人や補助人による同意の署名はできません。原則にしたがって、ご本人の同意に基づき、ご本人の自署ま

たは代筆となります。

Ｑ６の回答と同様で、署名できません。

予診票に署名欄があります。

ご本人の住民票所在地に親族の方等が住んでいる場合は、届いた接種券をご本人が実際に居住している場

所に転送していただくようお願いしてください。接種券が届かない場合等には、住民票所在地の市町村に、

実際に居住している場所に接種券を送付するよう申請をしてください。

また、やむを得ない事情があり、住民票のある市町村から接種券の発行を受けることができないと認めら

れる場合は、実際に居住している市町村に申請することで接種券の発行を受けることができます。申請場所

や方法については、お住まいの自治体の発表をお待ちください。

被後見人ご本人の住所地の市町村に、お問い合わせください。市町村の判断により、接種券の送付先を成

年後見人にすることが可能です。その際、市町村が、成年後見人と被後見人ご本人との関係、後見人の送付

先住所の確認が行えるよう、成年後見登記制度に基づく登記事項証明書（の写し）等をご提出ください。

また、本人が接種券の受取手続きができない場合等には、保佐人、補助人、任意後見人も、上記の手続き

を行うことが可能です。被補助人、被保佐人、任意後見の被後見人の住所地の市町村にお問い合わせくださ

い。

Ｑ５．成年被後見人ご本人は接種に同意していますが、親族が反対しています。その場合、後見人とし

て署名しなくていいですか？

Ｑ６．被保佐人や被補助人の場合はどうなりますか？保佐人や補助人の署名がいりますか？

Ｑ７．任意後見人は署名できますか？

Ｑ８．どのような書類に署名するのですか？

Ｑ９．成年被後見人等ご本人の住民票所在地には、ご本人はいません。接種券はどのようにしたら入手

できますか？

Ｑ ．成年後見人が、成年被後見人ご本人の接種券の受取の手続きをすることができますか？

厚生労働省 社会・援護局 地域福祉課 成年後見制度利用促進室 

〒100-8916 東京都千代田区霞が関 1 丁目 2 番 2 号  

電話 03-5253-1111〔代表〕（内線 2228）FAX 03-3592-1459 

利用促進ホームページ  
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事 務 連 絡 

令和３年９月１日 

 

 

  都道府県 

各 指定都市 民生主管部（局）長 殿 

  中 核 市 

 

厚生労働省社会・援護局保護課長 

 

 

「生活保護問答集について」の一部改正について 

 

 

今般、「生活保護問答集について」（平成 21年３月 31日厚生労働省社会・援護

局保護課長事務連絡）の一部を別紙の新旧対照表のとおり改正し、令和３年 10

月１日から適用することとしたので、御了知の上、保護の実施に遺漏のないよう

御配慮願います。 
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（新 旧 対 照 表 （ 案 ）） 

改正後 現 行 

第１編 保護の実施要領 

 

第１～８ 略 

 

第９ 保護の開始申請等 

問 9-1 略 

問9－2〔代理人による保護の申請〕 

 代理人による保護の申請は認められる

か。 

（答）民法における代理とは、代理人が、

代理権の範囲で、代理人自身の判断でいか

なる法律行為をするかを決め、意思表示を

行うものとされている。これに対して生活

保護の申請（以下「保護申請」という。）

は、本人の意思に基づくものであることを

大原則としている。このことは、仮に要保

護状態にあったとしても保護申請をする

か、しないかの判断を行うのはあくまで本

人であるということを意味しており、代理

人が判断すべきものではない。 

また、要保護者本人に十分な意思能力が

ない場合にあって、急迫した状況にあると

認められる場合には法第25 条の規定によ

り、実施機関は職権をもって保護の種類、

程度及び方法を決定し、保護を開始しなく

てはならないこととなっている。 

以上のことから、原則として、代理人に

よる保護申請はなじまないものと解するこ

とができる。 

ただし、成年被後見人（被保佐人、被補

助人は含まない。以下同じ。）について

は、「事理を弁識する能力を欠く常況にあ

る」ことから、保護申請に係る判断能力が

第１編 保護の実施要領 

 

第１～８ 略 

 

第９ 保護の開始申請等 

問 9-1 略 

問9－2〔代理人による保護の申請〕 

 代理人による保護の申請は認められる

か。 

（答）民法における代理とは、代理人が、

代理権の範囲で、代理人自身の判断でいか

なる法律行為をするかを決め、意思表示を

行うものとされている。これに対して生活

保護の申請は、本人の意思に基づくもので

あることを大原則としている。このこと

は、仮に要保護状態にあったとしても生活

保護の申請をするか、しないかの判断を行

うのはあくまで本人であるということを意

味しており、代理人が判断すべきものでは

ない。 

また、要保護者本人に十分な意思能力が

ない場合にあって、急迫した状況にあると

認められる場合には法第25 条の規定によ

り、実施機関は職権をもって保護の種類、

程度及び方法を決定し、保護を開始しなく

てはならないこととなっている。 

以上のことから代理人による保護申請は

なじまないものと解することができる。 

 なお、本人が自らの意思で記載した申請

書を代理人が持参した場合については、こ

れは代理ではなく、使者として捉えるべき

であり、そこで行われた申請は有効となる

ので留意が必要である。 
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ないこと、成年後見人に代理権が付与され

ている「財産に関するすべての法律行為」

には保護申請も含まれると解することがで

きること等から、成年後見人による保護申

請については、法第７条に基づく有効なも

のとして取り扱うこととする。この際、生

活保護受給中においては、法第27条に基づ

く指導・指示の可能性があるなど、一定の

行為制限を伴うことから、民法第859条第

２項において準用する同法第824条ただし

書の規定の趣旨に鑑み、要保護者本人の同

意があることが望ましい。 

 なお、本人が自らの意思で記載した申請

書を代理人が持参した場合については、こ

れは代理ではなく、使者として捉えるべき

であり、そこで行われた申請は有効となる

ので留意が必要である。 

 

第 10～13 略 

 

第２編 略 

 

 

第 10～13 略 

 

第２編 略 
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「地域包括支援センターの設置運営について」

老計発第 1018001 号

老振発第 1018001 号

老老発第 1018001 号

p.4「 3 市町村の責務 ③ センター間における役割分担と連携の強化」

管内に複数のセンターがある市町村においては、地域の課題や目標をセンター間で共有し

ながらセンターが相互に連携する効果的な取組を推進していくことが求められる。 例え

ば、

・ 権利擁護業務や認知症支援等の機能を強化し、当該分野において他のセンターを支援す

るセンター（以下「機能強化型センター」という。）を設置

するなど、センター間の連携強化や役割分担を通じて、効果的、一体的な運営体制を構築

していくことが可能と考える。

p.9「 4 事業内容 ③ 権利擁護業務について」

権利擁護業務は、地域の住民や民生委員、介護支援専門員などの支援だけでは十分に問

題が解決できない、適切なサービス等につながる方法が見つからない等の困難な状況にあ

地域において、安心して尊厳のある生活を行うことができるよう、専門的・る高齢者が、

継続的な視点からの支援を行うものである。

業務の内容としては、成年後見制度の活用促進、老人福祉施設等への措置の支援、高齢

者虐待への対応、困難事例への対応、消費者被害 防止に関する諸制度を活用し、高齢者

生活の維持を図るものである。

抜粋

- 137 -

の

の
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15
 

 
 【
別

添
２

】
 

 

基
幹
相
談
支
援
セ
ン
タ
ー
 

 １
 
目

的
 

基
幹

相
談

支
援

セ
ン
タ
ー
は
、
地
域
に
お
け
る
相
談
支
援
の
中

核
的

な
役

割
を

担
う

機
関

と
し

て
、

障
害

者
相

談
支

援
事

業
及
び
成
年
後
見
制
度
利
用
支
援
事
業
並
び

に
身

体
障

害
者

福
祉

法
（

昭
和

２
４

年
法

律
第

２
８

３
号

）
第
９
条
第
５
項
第
２
号
及
び
第
３
号
、
知

的
障

害
者

福
祉

法
（

昭
和

３
５

年
法

律
第

３
７

号
）

第
９

条
第
５
項
第
２
号
及
び
第
３
号
並
び
に
精
神

保
健

及
び

精
神

障
害

者
福

祉
に

関
す

る
法

律
（

昭
和

２
５

年
法
律
第
１
２
３
号
）
第
４
９
条
第
１
項
に

基
づ

く
相

談
等

の
業

務
を

総
合

的
に

行
う

こ
と

を
目

的
と

す
る
施
設
で
あ
る
。
 

 ２
 
設

置
主

体
 

（
１

）
 
市

町
村

 

（
２

）
 
市

町
村

か
ら

基
幹
相
談
支
援
セ
ン
タ
ー
が
行
う
事
業
及

び
業

務
の

実
施

の
委

託
を

受
け

た
一

般
相

談
支

援
事

業
を
行
う
者
又
は
特
定
相
談
支
援
事
業
を

行
う

者
 

※
 
（

２
）

の
市

町
村
以
外
の
者
が
設
置
す
る
場
合
に
は
、
市
町

村
に

対
し

て
届

出
が

必
要

と
な

る

こ
と

に
留

意
。

 

 ３
 
設

置
方

法
 

基
幹

相
談

支
援

セ
ン

タ
ー
は
、
単
独
市
町
村
又
は
複
数
市
町
村

に
よ

る
設

置
、

市
町

村
直

営
又

は
委

託
に

よ
る

設
置

等
、

地
域
の
実
情
（
人
口
規
模
、
地
域
に
お
け
る

相
談

支
援

の
体

制
、

人
材

確
保

の
状

況
等

）
に

応
じ

て
最

も
効
果
的
な
方
法
に
よ
り
設
置
す
る
こ
と
が

で
き

る
。

 
 

 ４
 
業

務
内

容
 

基
幹

相
談

支
援

セ
ン

タ
ー
は
、
地
域
に
お
け
る
相
談
支
援
の
中

核
的

な
役

割
を

担
う

機
関

と
し

て
、

障
害

者
相

談
支

援
事

業
及
び
成
年
後
見
制
度
利
用
支
援
事
業
並
び

に
身

体
障

害
者

福
祉

法
第

９
条

第
５

項
第

２
号

及
び

第
３

号
、
知
的
障
害
者
福
祉
法
第
９
条
第
５
項
第

２
号

及
び

第
３

号
並

び
に

精
神

保
健

及
び

精
神

障
害

者
福

祉
に

関
す

る
法

律
第

４
９

条
第

１
項

に
基

づ
く

相
談

等
の

業
務

を
総

合
的

に
行

う
。

 

具
体

的
に

は
、

地
域

の
実
情
に
応
じ
て
以
下
の
業
務
等
を
行
う

も
の

と
す

る
。

 

（
１

）
 
総

合
的

・
専
門
的
な
相
談
支
援
の
実
施
 

・
 
障

害
の

種
別
や
各
種
の
ニ
ー
ズ
に
対
応
で
き
る
総
合
的
な

相
談

支
援

や
専

門
的

な
相

談
支

援

の
実

施
 

（
２

）
 
地

域
の

相
談
支
援
体
制
の
強
化
の
取
組
 

・
 
地

域
の

相
談
支
援
事
業
者
に
対
す
る
訪
問
等
に
よ
る
専
門

的
な

指
導

、
助

言
 

・
 
地

域
の

相
談
支
援
事
業
者
の
人
材
育
成
の
支
援
（
研
修
会

の
企

画
・

運
営

、
日

常
的

な
事

例

検
討

会
の

開
催

、
サ
ー
ビ
ス
等
利
用
計
画
の
点
検
・
評
価

等
）

 

・
 
地

域
の

相
談
機
関
（
相
談
支
援
事
業
者
、
身
体
障
害
者
相

談
員

、
知

的
障

害
者

相
談

員
、

民

生
委

員
、

高
齢

者
、
児
童
、
保
健
・
医
療
、
教
育
・
就
労

等
に

関
す

る
各

種
の

相
談

機
関

等
）

と
の

連
携

強
化

の
取
組
（
連
携
会
議
の
開
催
等
）
 

（
３

）
 
地

域
移

行
・
地
域
定
着
の
促
進
の
取
組
 

・
 
障

害
者

支
援
施
設
や
精
神
科
病
院
等
へ
の
地
域
移
行
に
向

け
た

普
及

啓
発

 

・
 
地

域
生

活
を
支
え
る
た
め
の
体
制
整
備
に
係
る
コ
ー
デ
ィ

ネ
ー

ト
 

令
和
4年
3月
30
日
付
厚
生
労
働
省
社
会
・
援
護
局
障
害
保
健
福
祉
部
長
通
知

「
地
域
生
活
支
援
事
業
等
の
実
施
に
つ
い
て
」

別
紙
１
　
地
域
生
活
支
援
事
業
実
施
要
綱
　
（
別
記
１
－
３
）
相
談
支
援
事
業
実
施
要
領
よ
り
抜
粋

16
 

 
 

※
 
基
幹
相
談
支
援
セ
ン
タ
ー
は
、
地
域
の
実
情
に
応
じ
て
市
町
村
が
設
置
す
る
協
議
会
の
運
営

の
委
託
を
受
け
る
等
に
よ
り
、
地
域
の
障
害
者
等
の
支
援
体
制
の
強
化
を
図
る
。
 

（
４

）
 
権
利
擁
護
・
虐
待
の
防
止
 

・
 
成
年
後
見
制
度
利
用
支
援
事
業
の
実
施
 

・
 
障
害
者
等
に
対
す
る
虐
待
を
防
止
す
る
た
め
の
取
組
 

 ５
 
人

員
体

制
 

基
幹

相
談
支
援
セ
ン
タ
ー
は
、
地
域
の
実
情
に
応
じ
て
、
地
域
に
お
け
る
相
談
支
援
の
中
核
的
な
役

割
を

担
う

機
関
と
し
て
必
要
と
な
る
人
員
（
主
任
相
談
支
援
専
門
員
、
相
談
支
援
専
門
員
、
社
会
福
祉

士
、

精
神

保
健
福
祉
士
、
保
健
師
等
）
を
配
置
す
る
。
 

 ６
 
秘

密
保

持
 

基
幹

相
談

支
援
セ
ン
タ
ー
を
設
置
す
る
者
若
し
く
は
そ
の
職
員
又
は
こ
れ
ら
の
職
に
あ
っ
た
者
は
、

正
当

な
理

由
な
し
に
、
そ
の
業
務
に
関
し
て
知
り
得
た
秘
密
を
漏
ら
し
て
は
な
ら
な
い
。
 

 ７
 
そ

の
他

 

（
１

）
 
市

町
村
は
、
基
幹
相
談
支
援
セ
ン
タ
ー
の
設
置
又
は
運
営
の
責
任
主
体
と
し
て
、
基
幹
相
談

支
援

セ
ン
タ
ー
の
運
営
に
つ
い
て
適
切
に
関
与
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

（
２

）
 
市

町
村
は
、
基
幹
相
談
支
援
セ
ン
タ
ー
を
設
置
又
は
委
託
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
協
議
会
等

に
お

い
て
、
設
置
方
法
や
実
施
す
る
事
業
内
容
の
事
業
の
実
績
の
検
証
等
を
行
う
こ
と
。
 

（
３

）
 
基

幹
相
談
支
援
セ
ン
タ
ー
は
、
総
合
的
な
相
談
等
の
業
務
を
行
う
上
で
支
障
が
な
い
よ
う
、

各
業

務
を
行
う
場
所
は
一
体
で
あ
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。
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